
外
な
と
こ
ろ
が
ら
ヒ
ン
ト
が
得
ら
れ
た
。
M
I
H

O
　
M
U
S
E
U
M
蔵
．
「
鶏
を
習
え
る
山
猫
の
リ

ュ
ト
ン
」
の
ア
ラ
ム
文
字
銘
文
が
、
カ
ル
シ
ャ
と

い
う
単
位
を
用
い
て
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
判
明

し
た
が
、
単
位
カ
ル
シ
ャ
を
用
い
る
銀
器
の
出
土

例
は
ウ
ラ
ル
や
シ
ベ
リ
ア
な
ど
北
方
の
み
で
あ
り
、

字
体
も
パ
ル
テ
ィ
ア
の
ニ
サ
陶
片
文
書
（
前
一
世

紀
）
よ
り
は
古
い
こ
と
か
ら
、
ア
ル
シ
ャ
ク
一
世

の
属
し
た
集
団
も
、
こ
れ
ら
の
文
化
背
景
を
持
っ

て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

　
ロ
ー
マ
と
は
比
ぶ
べ
く
も
な
い
が
、
そ
れ
で
も

パ
ル
テ
ィ
ア
は
周
辺
に
と
っ
て
は
大
国
で
あ
り
、

周
縁
の
小
国
か
ら
得
ら
れ
る
情
報
も
貴
重
で
あ
る
。

　
東
京
国
立
博
物
館
蔵
「
こ
ぶ
牛
の
銀
皿
」
に
刻

さ
れ
た
中
期
ペ
ル
シ
ア
語
銘
文
は
、
紀
元
前
　
世

紀
ペ
ル
シ
ス
（
ペ
ル
シ
ア
本
土
）
の
小
王
朝
の
も

と
で
の
書
記
法
が
部
分
的
に
は
パ
ル
テ
ィ
ア
語
書

記
法
よ
り
先
ん
じ
て
い
る
面
も
あ
る
こ
と
を
示
す
。

　
エ
リ
ュ
マ
イ
ス
王
国
タ
ン
ゲ
・
ボ
タ
ー
ン
（
偶

像
の
峡
）
の
浮
彫
は
、
こ
の
よ
う
な
辺
境
で
も
ヘ

ラ
ク
レ
ス
像
が
彫
ら
れ
る
な
ど
ギ
リ
シ
ア
文
化
の

浸
透
の
深
さ
を
示
し
て
い
る
。

　
エ
デ
ッ
サ
を
中
心
と
し
て
小
王
朝
オ
ス
ロ
エ
ネ

は
、
古
シ
リ
ア
語
・
古
シ
リ
ア
文
字
文
化
が
パ
ル

テ
ィ
ア
時
代
に
生
ま
れ
た
地
で
あ
る
。
古
代
オ
リ

エ
ン
ト
博
物
館
隊
が
発
掘
し
た
テ
ル
・
ミ
シ
ョ
ル

フ
ェ
の
石
製
品
に
記
さ
れ
た
古
シ
リ
ア
語
銘
文
は
、

種
類
と
し
て
も
稀
で
、
し
か
も
発
掘
晶
と
し
て
価

値
が
高
い
。

　
ま
と
め
に
か
え
て
、
以
下
の
こ
と
を
指
摘
し
て

お
く
。
パ
ル
テ
ィ
ア
は
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
西
端
の
国

（
ロ
ー
マ
）
と
も
東
端
の
国
（
漢
）
と
も
国
家
間

交
渉
を
持
っ
た
最
初
の
国
で
あ
り
、
ま
た
い
わ
ゆ

る
古
代
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
文
明
が
姿
を
消
し
た
時
代

に
栄
え
た
。
こ
の
よ
う
な
国
・
時
代
で
あ
る
か
ら
、

時
間
的
に
も
空
間
的
に
も
多
様
な
視
点
が
必
要
で

あ
る
。
と
く
に
、
前
二
世
紀
頃
以
降
の
さ
ま
ざ
ま

な
集
団
が
自
立
し
、
文
字
も
各
地
で
分
化
し
て
い

っ
た
が
、
ロ
ー
マ
側
と
比
較
し
て
パ
ル
テ
ィ
ア
側

で
は
、
多
様
性
が
比
較
的
保
た
れ
た
。
現
在
に
い

た
る
ま
で
の
西
イ
ラ
ン
～
シ
リ
ア
に
か
け
て
の
状

況
を
生
ん
だ
要
因
の
一
つ
と
な
っ
た
の
で
は
な
い

か
。二

〇
【
二
年
度

　
　
史
学
研
究
会
大
会
・
総
会
の
記
録

　
史
学
研
究
会
の
　
…
○
一
二
年
度
大
会
・
総
会
は
、

一
［
月
二
鶏
（
金
）
｝
三
時
か
ら
一
七
時
半
ま
で
、

京
都
大
学
文
学
部
第
三
講
義
室
に
お
い
て
開
催
さ

れ
た
。

　
総
会
で
は
、
上
原
真
人
理
事
長
に
よ
る
挨
拶
の

後
、
根
津
由
喜
夫
氏
を
司
会
に
選
出
し
て
、
庶

務
・
編
集
・
会
計
・
広
報
に
関
す
る
報
告
・
審
議

が
な
さ
れ
た
。

　
庶
務
（
井
谷
鋼
造
常
務
理
事
）
か
ら
は
、
役
員

の
交
代
、
そ
の
他
に
つ
い
て
報
告
が
あ
り
、
来
年

度
の
例
会
は
四
月
二
〇
日
（
土
曜
日
）
に
「
移

動
」
を
テ
ー
マ
と
し
て
開
催
す
る
こ
と
が
案
内
さ

れ
た
。

　
編
集
（
小
山
哲
常
務
理
事
）
か
ら
は
、
隅
史
林
騙

の
刊
行
に
つ
い
て
報
告
が
あ
っ
た
。

　
会
計
（
米
家
泰
作
常
務
理
事
）
か
ら
は
、
二
〇

＝
一
年
度
予
算
の
紹
介
、
そ
の
他
の
報
告
が
あ
っ

た
。　

広
報
（
高
嶋
航
常
務
理
事
）
か
ら
は
、
広
報
関

係
に
つ
い
て
報
告
が
あ
っ
た
。

　
こ
れ
に
引
き
続
き
、
公
開
講
演
が
行
わ
れ
た
。

講
演
は
次
の
二
本
で
あ
っ
た
。

　
夫
馬
　
　
進
氏

　
門
東
ア
ジ
ア
交
流
史
上
に
お
け
る
朝
鮮
洪
大
容

　
の
北
京
旅
行
と
そ
の
後
」

　
春
田
　
晴
郎
氏

　
「
パ
ル
テ
ィ
ア
史
研
究
か
ら
分
か
る
こ
と
」

　
講
演
者
紹
介
と
司
会
は
、
そ
れ
ぞ
れ
高
嶋
航
常

務
理
事
と
井
谷
鋼
製
常
務
理
事
が
つ
と
め
た
。
講
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演
内
容
は
本
号
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
で
参
照
さ

れ
た
い
。
本
年
も
盛
況
で
、
約
｝
五
〇
名
の
参
加

者
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。

　
公
開
講
演
の
の
ち
、
杉
山
正
明
理
事
が
閉
会
の

辞
を
述
べ
、
引
き
続
き
文
学
部
地
下
大
会
議
室
に

て
懇
親
会
を
開
催
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
文
責
　
井
谷
鋼
造
）

史
学
研
究
会
会
則

　
　
　
　
　
（
二
〇
一
〇
年
　

一
月
二
日
改
正
）

第
～
条
　
本
会
は
史
学
研
究
会
と
称
す
る
。

第
二
条
　
本
会
の
事
務
所
を
京
都
大
学
大
学
院
文

　
学
研
究
科
内
に
置
く
。

第
三
条
　
本
会
は
広
く
歴
史
に
関
心
を
持
つ
者
が

　
集
ま
り
、
史
学
・
地
理
学
・
考
古
学
に
関
す
る

　
研
究
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

第
四
条
　
本
会
の
事
業
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
1
．
総
会
・
大
会
・
例
会
等
の
会
合

　
　
2
．
会
誌
『
史
林
駈
等
の
発
行

第
五
条
　
本
会
に
次
の
役
員
を
置
く
。

　
理
事
長
一
名
、
理
事
一
五
名
以
上
三
五
名
以
内

　
（
内
常
務
理
事
御
名
）
、
監
事
二
名
、
評
議
員

　
四
〇
名
以
上
六
〇
名
以
内
、
委
員
若
干
名

第
六
条
　
役
員
は
理
事
会
及
び
評
議
員
会
に
よ
っ

　
て
選
出
さ
れ
、
総
会
の
承
認
を
受
け
る
も
の
と

　
す
る
。
理
事
長
は
本
会
を
代
表
し
、
会
務
を
統

　
嘉
し
、
会
員
総
会
、
理
事
会
及
び
評
議
員
会
を

　
招
集
す
る
。
理
事
は
理
事
会
を
構
成
し
、
会
務

　
を
処
理
す
る
。
と
く
に
常
務
理
事
は
、
庶
務
・

　
編
集
・
会
計
・
広
報
の
各
事
務
を
担
当
す
る
。

　
監
事
は
会
計
経
理
を
監
査
す
る
。

第
七
条
委
員
は
理
事
長
よ
り
嘱
託
さ
れ
、
編

　
集
・
庶
務
の
実
務
を
分
掌
す
る
。

第
八
条
　
役
員
の
任
期
は
、
委
員
（
任
期
一
年
）

　
を
除
き
、
二
年
と
す
る
。
但
し
、
再
任
を
さ
ま

　
た
げ
な
い
。

第
九
条
　
本
会
は
第
三
条
に
掲
げ
た
旨
的
に
賛
同

　
す
る
者
を
も
っ
て
会
員
と
す
る
。
会
員
は
次
の

　
2
種
類
と
す
る
。

　
1
．
正
会
員
　
2
．
学
生
会
員

第
十
条
　
会
員
は
会
誌
『
史
林
輪
の
配
布
を
受
け
、

　
か
っ
こ
れ
に
投
稿
し
、
ま
た
総
会
に
参
加
す
る

　
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
一
条
　
会
員
は
、
退
会
届
を
事
務
局
に
提
出

　
し
、
任
意
に
退
会
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、

　
会
員
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場

　
合
に
は
、
退
会
し
た
も
の
と
み
な
す
。

　
（
1
）
本
人
が
死
亡
し
、
ま
た
は
会
員
で
あ
る

　
　
団
体
が
消
滅
し
た
時

　
（
2
）
会
費
を
三
年
間
納
入
し
な
い
時

第
十
二
条
　
会
員
は
、
所
定
の
会
費
一
年
分
を
前

　
鼓
す
る
も
の
と
す
る
。
会
費
の
納
入
を
二
年
分

　
怠
っ
た
時
、
雑
誌
の
送
付
を
停
止
さ
れ
る
。
さ

　
ら
に
一
年
間
会
費
の
納
入
を
行
わ
な
い
場
合
、

　
会
員
の
資
格
を
喪
失
す
る
。

第
十
三
条
　
会
員
が
既
に
納
入
し
た
会
費
は
返
還

　
し
な
い
。
た
だ
し
一
年
分
を
超
え
て
前
納
し
て

　
い
る
場
合
に
は
、
～
年
分
を
超
え
る
部
分
を
返

　
還
す
る
。

第
十
四
条
　
毎
年
秋
季
に
大
会
を
開
き
、
ま
た
適

　
宜
例
会
を
開
く
。
会
場
等
は
そ
の
度
に
こ
れ
を

　
定
め
る
。

第
十
五
条
　
毎
年
秋
季
に
お
い
て
総
会
を
開
き
、

　
会
務
の
報
告
を
行
な
い
、
承
認
を
受
け
る
。

第
十
六
条
　
本
会
の
経
費
は
会
費
、
事
業
収
入
及

　
び
寄
付
金
を
以
て
支
弁
す
る
。
会
費
は
誌
代
を

　
以
て
こ
れ
に
あ
て
る
。

第
十
七
条
　
本
会
の
会
計
年
度
は
四
月
に
始
ま
り
、

　
翌
年
三
月
に
終
わ
る
。

附
　
則
．
本
会
則
の
変
更
は
、
会
員
総
会
の
決
議

　
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

　
但
し
会
務
執
行
に
必
要
な
細
則
及
び
物
価
変
動

　
に
基
づ
く
会
費
金
額
の
変
更
は
理
事
会
が
こ
れ
　
　
謝
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を
行
う
。
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